
 

ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会 

開催要綱 

 

 

１ 趣旨・目的 

 平成 26 年 6 月、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、ストレスチェック

及び面接指導の実施を事業者に義務付ける制度が創設され、平成 27 年 12 月までに施行

されることとなった。 

 制度の詳細については、制度の趣旨や先行して事業場で既に行われている取組に留意

しつつ、産業保健現場に即した具体的な方法を示すことが必要となっている。 

 このうち、ストレスチェックや面接指導の結果については、労働者のプライバシーに

配慮した情報の取扱いが必要であり、また、それらの結果の保存方法や活用方法、労働

者に対する不利益な取扱いに関する考え方を整理する必要がある。 

 このため、労使関係者、法律分野の専門家並びに産業保健及び精神保健分野の専門家

からなる標記検討会を開催し、ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱

いに関する検討を行うこととする。 

 

２ 検討事項 

（１）ストレスチェックの結果に関わる情報管理、保存及び活用方法等について 

（２）面接指導の結果に関わる情報管理、保存及び活用方法等について 

（３）ストレスチェック制度に関わる不利益取扱いについて 

（４）その他 

 

３ 構成等 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局長が別紙の専門家の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

（３）本検討会には必要に応じ、別紙参集者以外の有識者の参集を依頼できるものとす

る。 

（４）本検討会には必要に応じ、関係者からヒアリングを行うことができるものとする。 

 

４ その他 

（１）本検討会は、原則として公開するものとする。ただし、個人情報、個別企業等に

係る事案を取り扱うときは非公開とする。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室

において行う。 
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